
道の駅「あがの」 登録証の伝達を行います

～阿賀野市初の「道の駅」～

令和４年２月２５日

配布：新潟県政記者クラブ

新潟市政記者クラブ

扱い：配布後解禁

○登録証伝達に関すること
国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 副所長 高崎 洋一（たかさき よういち）
［電話］０２５－２４４－２１５９（代表）

令和４年３月２日（水） 午前１０：００～日 時

会 場 阿賀野市役所 市長室 新潟県阿賀野市岡山町１０番１５号

（別紙 会場位置図を参照）

道の駅「あがの」は、新潟県内４２番目の「道の駅」として、
令和４年２月９日に新たに登録となりました。
この度、道の駅登録証の伝達を以下のとおり行います。

◆報道関係の皆様へ◆
取材時は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前の検温、マスク着用、

消毒等、取材時の行動制限等にご理解・ご協力をお願いします。
また、発熱などの症状がある方は来場をお控えください。

○道の駅「あがの」に関すること
阿賀野市 産業建設部 建設課 建設課長補佐 池田 哲也（いけだ てつや）
［電話］０２５０－６２－２５１０（代表）

１．挨拶（新潟国道事務所長）

２．登録証伝達

３．挨拶（阿賀野市長）

次 第

出席者 阿賀野市長 田中 清善

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 祢津 知広

道の駅「あがの」ロゴマーク

お問い合わせ先

※道の駅「あがの」の登録概要は、参考資料を参照

あ が の おかやまちょう
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別 紙

道の駅登録証伝達 会場位置図

広 域 図

詳 細 図

※報道関係の皆様へ
当日は、直接会場にお越し下さい。

出典：国土地理院ウェブサイト（http://www.gsi.go.jp/)
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一般国道49号

至 新潟市

一般国道49号
水原バイパス

至 阿賀町

当該箇所

◆路 線 名：一般国道４９号

◆所 在 地：

◆面積および施設等

・面積：３４，２１０㎡

・施設：駐車場１６０台、トイレ４４器、情報提供・休憩施設、観光案内所、

ベビーコーナー、非常用電源、備蓄倉庫、貯水槽、公衆電話、公衆無線ＬＡＮ、

物販施設、飲食施設、キッズスペース、多目的広場、屋根付広場、ＥＶ充電施設

・整備手法：一体型

◆オープン予定：令和４年度

◆特徴

・市内外の交通結節点としてバイパスに隣接する立地を活かし、「集客・交流」「情報発信」

「物流」「防災」の広域的な拠点施設として整備

・移住・定住促進のため、観光案内所に移住・定住案内窓口を設けるとともに、子育て世代に

向けた憩いの場として、遊具を備える広場やキッズスペース、ベビーコーナーを整備

・阿賀野川による恵みの大地が育む農産物の販売加工により、地域の産業振興・活性化に寄与

道の駅「あがの」

あ が の くぼがわら

新潟県阿賀野市窪川原５５３番２

平面図 位置図

出典：国土地理院ウェブサイト（http://www.gsi.go.jp/)
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出典：国土地理院ウェブサイト（http://www.gsi.go.jp/)
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「道の駅」について

１ 目 的
道路利用者への安全で快適な道路交通環境の提供および地域の振興に寄与

することを目的とする。

２ 機 能
「道の駅」は、道路の沿線に駐車場やトイレなどの休憩機能と、道路情報

や地域情報の発信機能、また、交流を促進する地域振興機能の３つを併せ持
つ施設である。

３ 登録要件
道の駅の主な要件は、以下のとおり。

・無料で24時間利用できる

① 十分な容量を持った駐車場

② 清潔なトイレ（原則、洋式）

③ 子育て応援施設（ベビーコーナー等）

があること。

・道路及び地域に関する情報を提供する施設があること。

・文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設があること。

・施設及び施設間を結ぶ主要経路のバリアフリー化がされていること。

４ 登 録
申 請 者：市町村長等
登録証の交付：国土交通省 道路局長

５ その他（道の駅の整備手法）

①一体型：道路管理者が整備する駐車場等と、市町村等が整備する地域振興

施設が一体となって「道の駅」になるもの。
②単独型：市町村等が単独で駐車場、トイレ、地域振興施設を整備するもの。

参考資料

※災害時は防災機能を発現


